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令和 8 年 4月 7 日 

 

ブロック協議会 会長 各位 

加盟団体会長 各位 

 

公益財団法人北海道スキー連盟 

会 長 原 田 雅 彦 

 

競技専門委員推薦について（依頼） 

 

 標記につきまして、競技本部規程第３条第２項、第３項及び競技専門委員会規程第３条第

２項、第３項、第４項、並びに競技専門委員候補者推薦条件に基づき、令和９年度から２年

間（令和８年８月１日～令和１０年７月３１日）の競技専門委員候補者１名を「ブロック協

議会」において選出のうえ、所定の用紙にてご推薦くださいますようお願い申しあげます。 

 なお、ご推薦いいただいた各候補者につきまして、各委員会の性格上委嘱されない場合が

あることをご了承ください。 

競技専門委員をご推薦いただくにあたり、担当する業務を明確にするため競技本部規程

及び競技専門委員会規程を同封します。 

 

 

記 

 

推薦締切日  令和 8年 6 月 30 日（火） 

ご推薦書につきましては、ブロック推薦代表者印を押したものを PDF にしメール添付か郵

送でお送りください。 

 

メール 下記 2 名にお送りください。 

総務本部長川端 soumu-kawabata@ski-hokkaido.jp  

事務局尾角 soumu-okaku@ski-hokkaido.jp  

以上 

 

mailto:soumu-kawabata@ski-hokkaido.jp
mailto:事務局尾角　soumu-okaku@ski-hokkaido.jp


００８－１・１ 

   競技本部規程 

 （根拠） 

第１条 この規程は、公益財団法人北海道スキー連盟（以下「本連盟」という｡)運営規則第１４

条、第２１条及び第２７条に基づき、これを定める。 

 （任務） 

第２条 競技本部は本連盟理事会に直属し、運営規則第１８条に掲げる事業を所掌する。 

 （組織） 

第３条 競技本部は、原則として競技本部担当理事を以て構成する。 

２ 競技本部に次の専門委員会を置く。 

 （１）クロスカントリー部 クロスカントリー専門委員会 

 （２）ジャンプ部 ジャンプ専門委員会 

 （３）コンバインド部 コンバインド専門委員会 

 （４）アルペン部 アルペン専門委員会 

 （５）フリースタイル部 フリースタイル専門委員会 

 （６）スノーボード部 スノーボード専門委員会 

 （７）直轄専門委員会 

   ア 競技専門委員会 

   イ 競技運営委員会 

 （８）競技本部運営委員会 

３ 各専門委員会は、別に定める規程により選出された委員をもって構成する。 

 （役員） 

第４条 競技本部に本部長、副本部長及び各部長を置き、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

 （会議） 

第５条 競技本部の会議は、必要に応じて本部長が召集する。 

２ 会議の運営に関する事項については、運営規則第２３条、第２４条及び第２５条第２項に準

ずる。 

 （内規） 

第６条 競技本部に関して必要な内規は別に定める。 

 (規程の改廃) 

第７条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 

   附 則 平成 ７年９月３０日 制定 

   附 則 平成２４年８月 １日 公益財団法人設立、登記に伴い改定、施行 



００８－２・１ 

   競技専門委員会規程 

 （根拠） 

第１条 この規程は、競技本部規程第３条の規定に基づき、競技専門委員会（以下「専門委員 

 会」という｡）の構成及び運営について必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 専門委員会は、競技本部規程第２条に定める任務の円滑な推進に寄与することを目的と

する。 

 （構成） 

第３条 専門委員会は、別に定める推薦条件に基づき、各ブロックから推薦があった者を競技本

部会議で審査し、理事会で審議のうえ承認し委嘱された者をもって構成する。 

２ 地域特性、競技特性を考慮して事前に競技本部が選考する専門委員については、ブロック協

議会宛に通知し候補者推薦書に記載しない。 

３ ブロック協議会から推薦された者について、地域特性、競技特性を考慮し委嘱されない場合

がある。 

４ 専門委員推薦書は、所定の様式とする。 

 （役員） 

第４条 各専門委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、専門委員会を代表し、委員会の業務を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代行する。 

４ 委員長及び副委員長は、第７条の各専門委員会の小委員長を兼ねる。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。 

 （業務） 

第６条 専門委員会は、第２条の目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行う。 

 （１）競技スキー全般に関する業務 

 （２）本連盟が主催・主管する競技関係事業への参加 

 （３）本連盟関係競技選手の強化に関する計画と実施 

 （４）競技指導者の育成・強化及び指導法・強化法の研究 

 （５）その他、競技本部長が必要と認めた事項 

 （組織） 

第７条 専門委員会に、競技本部規程第３条第２項に規定する各部に以下の小委員会を置き、

業務を分担する。 

 （１）クロスカントリー専門委員会 

   ア 強化コーチ小委員会 

   イ 大会運営小委員会 

   ウ ポイント計算小委員会 

   エ 普及小委員会 

 （２）ジャンプ専門委員会 

   ア 強化コーチ小委員会 

   イ 飛型審判小委員会 

   ウ 大会運営小委員会 

 （３）コンバインド専門委員会 

   ア 強化コーチ小委員会 



・２ 

   イ 大会運営小委員会 

 （４）アルペン専門委員会 

   ア 強化コーチ小委員会 

   イ 大会運営小委員会 

   ウ コーチ・セッター小委員会 

   エ ポイント計算小委員会 

 （５）フリースタイル専門委員会 

   ア 強化コーチ小委員会 

   イ 審判小委員会 

   ウ 大会運営小委員会 

   エ ポイント計算小委員会 

 （６）スノーボード専門委員会 

   ア 強化コーチ小委員会 

   イ 審判小委員会 

   ウ 大会運営小委員会 

   エ ポイント計算小委員会 

 （７）直轄専門委員会 

   ア 競技専門委員会 

   イ 競技運営委員会 

 （８）競技本部運営委員会 

   ア 北海道スキー選手権大会業務担当 

   イ 国民体育大会冬季大会スキー競技会業務担当 

 （会議） 

第８条 専門委員会に、各専門委員会議及び小委員会議を置く。 

２ 各専門委員会議の議長は、委員長が務め、専門委員会が所掌する業務を推進する。 

３ 各小委員会議の議長は、小委員長が務め、小委員会が所掌する業務を推進する。 

 （規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 

 

   附 則 平成 ７年９月３０日 制定 

   附 則 平成２４年８月 １日 公益財団法人設立、登記に伴い改定、施行 

   附 則 平成３０年５月１９日 改正（第３条 専門委員会（構成）） 

 



００８－２－２・１ 

競技専門委員推薦条件 

下記の条件に該当する者を、ブロック１名推薦する。 

 
１ クロスカントリー競技 
  ① 強化コーチ専門委員      現在選手強化育成活動を行っている者 
  ② 大会運営専門委員       SAJ 公認大会運営を実際に行っている者 
  ③ ポイント計算専門委員     SAJ ポイント計算を行える者 
  ④ 普及専門委員         SAJ クロスカントリー技能検定員資格者 
 
２ ジャンプ競技 
  ① 強化コーチ専門委員      現在選手強化育成活動を行っている者 
  ② 飛型審判専門委員       SAJ 飛型審判 A の資格所有者 
  ③ 大会運英専門委員       SAJ 公認大会運営を実際に行っている者 
 
３ ノルディックコンバインド競技 
  ① 強化コーチ専門委員      現在選手強化育成活動を行っている者 
  ② 大会運営専門委員       SAJ 公認大会運営を実際に行っている者 
 
４ アルペン競技 
  ① 強化コーチ専門委員      現在選手強化育成活動を行っている者 
  ② 大会運営専門委員       SAJ 公認大会運営を実際に行っている者 
  ③ コースセッター専門委員    SAJ セッター資格者 
  ④ ポイント計算専門委員     SAJ 計算委員資格者 
 
５ フリースタイル競技 
  ① 強化コーチ専門委員      現在選手強化育成活動を行っている者 
  ② 審判セッター専門委員     SAJ セッター・審判資格者 
  ③ 大会運営専門委員       大会運営を実際に行っている者 
  ④ ポイント計算専門委員     SAJ ポイント計算を行える者 
 
６ スノーボード競技 
 ① 強化コーチ専門委員      現在選手強化育成活動を行っている者 

  ② 審判セッター専門委員     SAJ セッター・審判資格者 
  ③ 大会運営専門委員       大会運営を実際に行っている者 
  ④ ポイント計算専門委員     SAJ ポイント計算を行える者 
 
 
 
 

 

 




